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＜本資料について＞
⚫本資料は、キャッシュレス決済の導入に活用できる国の補助事業の一例を掲載しています。
⚫P.1～３までは補助事業概要を一覧で掲載し、P.５以降は各省庁のHP等から参考資料を抜粋しています。
⚫補助事業概要（P.1~3）は、以下の５項目で構成しています。
①補助金/補助目的：補助事業名称と補助目的、所管省庁を記載しています。
②補助対象：補助事業の補助対象経費のうち、キャッシュレス決済導入に関連するものを記載しています。
③補助率：キャッシュレス決済導入関連の補助率を記載しています。
④申請主体/条件等：申請の主体（事業者、自治体等）を記載しています。中小企業者と小規模事業者

の定義はこちら（中企庁HP）をご覧ください。（※一部例外がある場合があります）
⑤関連サイト：資料作成にあたり参照したページを掲載しています。詳細はこちらからご確認をお願い致します。

⚫目的に応じて各省庁の多様な支援策の活用をご検討いただき、キャッシュレス導入のきっかけになれば幸いです。

＜留意事項＞
⚫本資料は各補助事業の公表資料に元に作成していますので、内容について問い合わせがある場合は各補助事
業の問い合わせ先に直接お願い致します。

⚫閲覧されるタイミングによっては、補助内容が変更になっていたり、補助事業の受付が終了している場合等があり
ますので、最新情報は各補助事業HPや問い合わせ先等にてご確認いただくようお願いいたします。

https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html


注釈：本資料は各補助金の公表資料に元に作成しています。内容について問い合わせがある場合は、各補助金の問い合わせ先に直接お願いいたします。また、検討されるタイミングに
よっては、補助内容が変更になっていたり、補助金の受付が終了している場合等がありますので、最新情報は各補助金HPや問い合わせ先等にてご確認いただくようお願いいたします。

キャッシュレス導入に利用できる主な支援策
令和６年３月時点版

※最新の状況は各省庁・事務局のホームページをご覧ください。
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府省庁/補助金/補助目的 補助対象 補助率
申請主体/
条件等

関連サイト(引用元)/

問い合わせ先

中小企業庁
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者等の労働生産
性の向上を目的として、業務効率化や
ＤＸ等に向けたITツール（ソフトウェ
ア、アプリ、サービス等）の導入を支
援。

※インボイス対応類型の場合
中小企業・小規模事業者が導入する会
計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト
の一部を補助することで、インボイス
制度に対応した企業間取引のデジタル
化を推進することを目的。

※インボイス対応類型の場合

ソフトウェア（必須）
インボイス制度に対応した、「会計」「受発注」「決
済」の機能を有するソフトウェア

ハードウェア
PC、タブレット、レジ、券売機等のうち、上記ソフト
ウェアの使用に資するもの
（例）キャッシュレス対応POSレジ、

モバイルPOSレジ 等

※インボイス対応類型の場
合

ソフトウェア
①５０万円以下の場合
申請主体により、補助対
象経費の3/4～4/5以内

②５０万円超～３５０万円
以下の場合
2/3以内

（50万円以下については3/4、
小規模事業者は4/5）

ハードウェア
補助率1/2以内
PC、タブレット等（10万円以
下）
レジ、券売機等（20万円以
下）

中小企業・小規
模事業者/
・インボイス制度
に対応した、
「会計」「受発
注」「決済」の
うち１機能以上
を有することが
条件

・５０万円超～３
５０万円以下の
場合は、２機能
以上を有するこ
とが条件

  

補助金事務局HP
https://it-shien.smrj.go.jp/

インボイス対応類型
https://it-
shien.smrj.go.jp/applicant/sub
sidy/digitalbase/

中小企業庁
ものづくり・商業・サービス生
産性向上促進補助金
生産性向上、持続的な賃上げに向けて、
革新的な製品・サービスの開発や生産
プロセス等の省力化に必要な設備投資
等を支援する。

機械装置・システム構築費
機械・装置、工具・器具の購入、制作、借用に要する
経費
（例）新たなサービスの提供に必要なキャッシュレス

対応機器等

申請主体により、補助
率1/2または2/3
※申請類型・要件によ
り異なる

中小企業・小規
模事業者/
・機械装置やシス
テム構築への投
資が必須

・事業計画の策
定・実行
等

補助金事務局HP
https://portal.monodukuri-
hojo.jp/

国土交通省
地域公共交通確保維持改善事業
費補助金（MaaSの実装に向け
た基盤整備事業）
様々な移動手法・サービスを組み合わ
せて１つの移動サービスとしての提供
を目指す MaaS の実装に不可欠な交
通事業者のデジタル化を促進する取組
を支援する。

地域交通キャッシュレス決済導入支援事業

交通系 IC カード（全国相互利用可能なものに限
る。）又は QR コード等によるキャッシュレス決済に
必要な機器又はシステムの導入費用等

※公共交通事業者による、交通手段の利用に伴う運賃
又は料金の決済 をキャッシュレス決済端末で完了さ
せることが可能な機器等の導入であること

補助対象経費の
1/３以内
（ただし、クラウド型
キャッシュレス決済の導入
に要する経費については１
/２以内）

公共交通事業者
/
・鉄道事業者、軌
道経営者、他、

・地方公共団体、
これらを含む協
議会

国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/
press/sogo12_hh_000349.html

https://it-shien.smrj.go.jp/
https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/digitalbase/
https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/digitalbase/
https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/digitalbase/
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000349.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000349.html


注釈：本資料は各補助金の公表資料に元に作成しています。内容について問い合わせがある場合は、各補助金の問い合わせ先に直接お願いいたします。また、検討されるタイミングに
よっては、補助内容が変更になっていたり、補助金の受付が終了している場合等がありますので、最新情報は各補助金HPや問い合わせ先等にてご確認いただくようお願いいたします。

府省庁/補助金/補助目的 補助対象 補助率
申請主体/
条件等

関連サイト(引用元)/
問い合わせ先

観光庁
ICT等を活用した観光地のイン
バウンド受入環境整備の高度化
全国の観光地における個々の観光ス
ポットや広域的な周遊に係る一体的な
環境整備の取組等を支援することで、
消費額の拡大や地方誘客の促進を図る。

インバウンド受入環境整備高度化事業
訪日外国人旅行者の周遊の促進及び消費の拡大を図る
ため、受入環境整備の高度化を図る一体的な整備や観
光施設等の受入環境整備を支援
（例） キャッシュレス決済環境（ストレスフリーな

旅行環境の整備の一環）

補助対象経費の
1/2、又は1/3以内

地方公共団体、
ＤＭＯ※、
民間事業者 等/

・観光庁HP
https://www.mlit.go.jp/kanko
cho/page08_000150.html

観光庁
地域一体となった観光地・観光
産業の再生・高付加価値化事業
観光地再生・高付加価値化に向けた取
組を強力に後押しすることで、地域全
体の魅力と収益力の向上を図り、持続
可能な観光地域作りを推進する。

面的ＤＸ化
当該地域における事業者が一体となってDX化に取り
組む面的DX化を支援
（例）①顔認証等による面的なキャッシュレス化

 ②地域共通アプリの導入及びデータ分析
 ③地域回遊行動把握の仕組み構築
 ④地域一括予約サイトの構築
 ⑤業務効率化ツールの導入及びデータ分析
 ⑥宿泊予約データの地域全体での共有

補助対象経費の
1/2以内

民間事業者、
地方公共団体、
ＤＭＯ※ 等/
・宿泊事業者を含む
５者以上の事業者
による事業実施
等

・補助金事務局ＨＰ
https://kankosaisei-chiiki.net/

観光庁
インバウンド安全・安心対策推
進事業
観光施設等における非常時等の対応や
医療機関の訪日外国人旅行者への対応
の強化を図ることで、安全・安心な訪
日旅行環境を整備し、滞在時間の増加
や消費拡大を図る。

医療機関の訪日外国人患者受入機能強化
（例） キャッシュレス決済環境の整備

補助対象経費の
1/2以内

民間事業者、
地方公共団体、
ＤＭＯ※ 等/
・「外国人患者を受
け入れる医療機関
の情報を取りまと
めたリスト」（観
光庁・厚生労働
省）に登録されて
いる、または登録
の見込みがある病
院・診療所等を設
置し、又は管理す
る者等

・観光庁ＨＰ
https://www.mlit.go.jp/kanko
cho/page08_000269.html
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キャッシュレス導入に利用できる主な支援策
令和６年３月時点版

※最新の状況は各省庁・事務局のホームページをご覧ください。

※DMO：観光地域づくり法人

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000150.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000150.html
https://kankosaisei-chiiki.net/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000269.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000269.html
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キャッシュレス導入に利用できる主な支援策
令和６年３月時点版

※最新の状況は各省庁・事務局のホームページをご覧ください。

注釈：本資料は各補助金の公表資料に元に作成しています。内容について問い合わせがある場合は、各補助金の問い合わせ先に直接お願いいたします。また、検討されるタイミングに
よっては、補助内容が変更になっていたり、補助金の受付が終了している場合等がありますので、最新情報は各補助金HPや問い合わせ先等にてご確認いただくようお願いいたします。

府省庁/補助金/補助目的 補助対象 補助率
申請主体/
条件等

関連サイト(引用元)/
問い合わせ先

観光庁
国際競争力の高いスノーリゾー
ト形成促進事業
国際競争力の高いスノーリゾート形成
のための取組を促進することで、ス
ノーリゾートへのインバウンド需要を
タイムリーかつ的確に取り込み、地方
への誘客を促進する。

受入環境の整備
（例） キャッシュレス対応、Wi-Fi整備、DX対応等

補助対象経費の
1/2以内

DMO※、
民間事業者 等/
・形成計画において
個別事業の実施主
体として記載され
ている登録ＤＭＯ、
地方公共団体及び
民間事業者

・観光庁HP
https://www.mlit.go.jp/kanko
cho/page04_000195.html

厚生労働省
中小企業最低賃金引上げ支援対
策費補助金（業務改善助成金）
事業場内の最低賃金（事業場内で最も
低い時間給）を一定額以上引き上げる
とともに、生産性向上に資する設備投
資等を行った中小企業・小規模事業者
に対し、その設備投資等に要した費用
の一部を助成する。

機器・設備の導入
生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等
（例） POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

助成率 3/4～9/10 中小企業・小規
模事業者
・事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が50円以内
であること

・厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/s
eisakunitsuite/bunya/koyou_r
oudou/roudoukijun/zigyonushi
/shienjigyou/03.html

内閣府
デジタル田園都市国家構想交付
金（デジタル実装タイプ
TYPE1）
デジタル田園都市国家構想の実現によ
る地方の社会課題解決・魅力向上の取
組を加速化・深化する観点から、各地
方公共団体の意欲的な取組を支援する。

デジタルを活用した地方課題解決支援事業
キャッシュレスサービス導入に係るシステム構築等に
かかる経費
（例）証明書発行窓口や公共施設等へのキャッシュレ

ス決済導入による住民の利便性向上等

補助対象経費の
1/2以内

地方公共団体/
・デジタルを活用し
て地域の課題解決
や魅力向上に取り
組むこと

・コンソーシアムを
形成する等、地域
内外の関係者と連
携し、事業を実効
的・継続的に推進
するための体制が
確立されているこ
と

・デジタル実装タイプ概要（内
閣府HP）
https://www.chisou.go.jp/sousei/a
bout/mirai/pdf/digidenkohukin_20
23type1_gaiyou.pdf

・採択事例集（内閣府HP）
https://www.chisou.go.jp/sousei/a
bout/mirai/pdf/saitakujireisyu_r3.p
df

※DMO：観光地域づくり法人

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000195.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000195.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/digidenkohukin_2023type1_gaiyou.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/digidenkohukin_2023type1_gaiyou.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/digidenkohukin_2023type1_gaiyou.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/saitakujireisyu_r3.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/saitakujireisyu_r3.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/saitakujireisyu_r3.pdf
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個別概要資料
• IT導入補助金................................................................P.5
• ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金.........................P.6
• 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（MaaSの実装に向けた基盤整備事業）...............................P.7
• ICT等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化.........P.8
• 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業.......P.9
• インバウンド安全・安心対策推進事業.......................................P.10
• 国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業.........................P.11
• 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）...P.12
• デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）...............P.13
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個別概要資料（抜粋）
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個別概要資料（抜粋）

出典：中小企業対策関連予算 令和5年度補正予算 令和5年度ものづくり・商業・サービス補助金の概要について
（https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r5/r5_mono_shogyo_service.pdf）
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個別概要資料（抜粋）
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個別概要資料（抜粋）

出典：観光庁予算 令和6年度予算の概要（https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/content/001719953.pdf）
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個別概要資料（抜粋）

出典：観光庁予算 令和5年度第1次補正予算の概要（https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/content/001707765.pdf）

※公募は既に終了



出典：令和5年度補正予算事業「インバウンド安全・安心対策推進事業」（https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000269.html） 10

個別概要資料（抜粋）
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個別概要資料（抜粋）

出典：観光庁予算 令和6年度予算の概要（https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/content/001719953.pdf）
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個別概要資料（抜粋）



出典：デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプTYPE123等)制度概要
 （https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/digidenkohukin_2023type1_gaiyou.pdf） 13

個別概要資料（抜粋）



デジ田交付金デジタル実装タイプの概要

目的
デジタルを活用した意欲ある地域による自主的な取組を応援し、「デジタル田園都市国家構想」を推進するため、デジタルを活用した地域の課題
解決や魅力向上の実現に向けた地方公共団体の取組を交付金により支援

概要

デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上に向けて、以下の事業の立ち上げに必要な経費を単年度に限り支援
【TYPE1】他の地域等で既に確立されている優良なモデル・サービスを活用して迅速に横展開する取組
【TYPE2】オープンなデータ連携基盤を活用し、複数のサービス実装を伴う、モデルケースとなり得る取組
【TYPE3】（TYPE2の要件を満たす）デジタル社会変革による地域の暮らしの維持につながり、かつ総合評価が優れている取組
【TYPES】「デジタル行財政改革」の基本的考え方に合致し、将来的に国や地方の統一的・標準的なデジタル基盤への横展開につながる

見込みのある地方自治体の先行モデル的な取組

共通
要件

①デジタルを活用して地域の課題解決や魅力向上に取り組む
②コンソーシアムを形成する等、地域内外の関係者と連携し、事業を実効的・継続的に推進するための体制を確立

詳細

＜TYPE別の内容＞
＜対象事業（一例）＞

デジタル社会変革型
【TYPE３】

データ連携基盤活用型
【TYPE２】

優良モデル導入支援型
【TYPE１】

優良モデル・サービスを活用した実装の取組

データ連携基盤を活用した、複数のサービスの
実装を伴う取組

下記いずれかを満たし、総合評価が優れているもの

・新規性の高いマイナンバーカードの用途開拓
・AIを高度活用した準公共サービスの創出

国費：1億円
補助率：1/2

国費：2億円
補助率：1/2

国費：４億円

補助率：2/3

複数分野データ連携の促進による
共助型スマートシティ（会津若松市）

【TYPE2/３】

書かない窓口 地域アプリ 遠隔医療

【TYPE1】

「デジタル行財政改革」の基本的考え方に合致し、
国や地方の統一的・標準的なデジタル基盤への
横展開につながる見込みのある先行モデル的な取組

(注) 上記のほか、計画策定支援事業において、デジタル実装に取り組もうとする地域の計画づくりを支援し、
 地方創生テレワーク型において、サテライトオフィスの整備・利用促進等を支援。

デジタル行財政改革
先行挑戦型
【TYPE S】

事業費：５億円

補助率：3/4

+ 伴走型支援

個別概要資料（抜粋）
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